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平成２１年度 第１４回役員会 議事要旨 

 

 日 時  平成２２年１月１８日（月）１３時００分～１３時４３分 

 場 所    学長室 

 出席者    山本学長，和田理事，大矢理事，中村理事 

 陪席者    奥田副学長，齊藤事務局長，池田監事，土橋監事 

 

議事に先立ち，学長から，議案「正門前擁壁工事について」を追加する旨，説明がなされた。 

続いて，事前に配付している前回（平成２１年１２月２１日）開催の平成２１年度第１３回

役員会の議事要旨の確認が行われた。 

 

議    案 

 

１．正門前擁壁工事について 

  学長から，正門前擁壁工事について，説明がなされた。 

 

  【学長説明要旨】 

・正門前の擁壁については，昭和３０年代に設置された築５０年以上の老朽化した石積

み擁壁であるが，昨年１０月頃から擁壁面に起き上がりの状況が確認され，崩壊の危険

性があることから，現在は危険箇所の囲い込みなどの応急措置を行っていることころで

ある。 

   ・この擁壁は，市道を挟んで正門の向かい側に位置している関係上，また，擁壁の東側

に設置されているバス停からの教職員や学生の往来が多く，災害防止の観点から，早急

な工事を行うが必要があると考えている。 

 

  内容について，事務局（財務課長）から，審議資料１に基づき，説明がなされた。 
  引き続き，意見交換が行われた。 

 

  【主な内容等】 

   ・大学の財政状況を考えると，８０，０００千円という工事費は相当な高額に思える。 

   ・学生や教職員の災害防止の観点から，工事を行う必要性がある。 

 

  意見交換後，学長から，正門前擁壁工事について，提案がなされた。 

 

  【学長提案要旨】 

・正門前の擁壁工事については，工期に相当の期間を要し，今年度中に完了することが

出来ないため，平成２２年度に工事を行うことについて，承認願いたい。 

・また，工事費については，約８０，０００千円と高額であり，本学の自己財源だけで

は工事費を捻出することが困難なことから，目的積立金を繰り越し，工事費の一部に充

てることについても，併せて審議願いたい。 

 

（備考）本件については，１月１３日（水）に書面協議による役員会で方針を決定し

た後に，持ち廻りで開催された平成２１年度第６回経営協議会で審議・承認されて

いる。 



 

2 
 

 

続いて，審議が行われ，原案どおり承認された。 

 

２．第二期中期目標原案・中期計画案の作成について 

  学長から，第二期中期目標・中期計画については，１２月２１日（月）開催の役員会にお
いて，素案の修正について承認されているところであるが，中期目標原案及び中期計画案を
１月２０日までに文部科学省に提出する必要があることから，審議の上，承認願いたい旨，
提案がなされた。 

また，本件にいては，平成２１年度第６回経営協議会（持ち廻り）において，原案どおり，

承認されている旨，説明がなされた。 

  内容について，奥田副学長（目標計画委員会委員長）から，審議資料２に基づき，説明が

なされた。 
 

【奥田副学長説明要旨】 
・審議資料２については，目標計画委員会，財務委員会及び持ち廻り開催の経営協議会
において承認されたものであり，７ページのⅤまでは，前回の役員会ですでに承認され
た内容となるので，７ページのⅥ以降の中期計画について説明する。 

   ・Ⅵ「予算、収支計画及び資金計画」及びⅦ「短期借入金の限度額」については，現
段階において文部科学省より運営費交付金算定ルールが示されていないことから，
後日あらためて審議をお願いする。 
・Ⅷ「重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画」及びⅨ「剰余金の使途」につい
ては，第 1 期計画と同内容となる。 
・Ⅹ.１「施設・設備に関する計画」については，現段階で決定している小規模改修
１６百万円×６年分の数値を記載している。 
・Ⅹ.２「人事に関する計画」については，（１）（２）が第２期中期計画の内容に沿
ったものであり，（３）（４）については第１期の方向性を継続する計画となる。ま
た，（参考）の人件費総額見込みについては，予算に関する計画の策定後に数値が確定
することから，後日文部科学省に提出する。 
・Ⅹ.３「中期目標期間を超える債務負担」については，ＰＦＩ事業及びリース資産
に関しては，第１期と同様に「計画なし」ですが，長期借入金については，学生寮
の建設による長期借入が発生することから，第２期は表のとおりの計画となってい
る。なお，この数値は，日照権による設計変更及び目的積立金の投入を含んだ数値
となっている。なお，長期借入金については，各年度８百万円，５年度分で４３百
万円と表記されているが，端数を百万円で切り捨てているため，このように表記さ
れることになる。 
・Ⅹ.４「積立金の使途」については，②の擁壁改修工事について，持ち回り開催の
経営協議会及び本日の議題１において承認されたことから，新たに計画を追加した
ものである。 

 

引き続き，審議が行われ，原案どおり承認された。 

承認後，学長から，承認された第二期中期目標原案・中期計画案については，１月２０日

までに文部科学省に提出することとする旨，説明がなされた。 

 

３．新入生の保護者に対する小樽商科大学創立百周年記念募金について 

  学長から，新入生の保護者に対する創立百周年記念募金の依頼に関する提案については，

１２月２１日（月）の役員会で協議した後，平成２１年度第６回経営協議会（持ち廻り）に

おいて，原案どおり，承認されている旨，説明がなされた。 

  内容について，事務局（学務課長）から，審議資料３に基づき，説明がなされた。 
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  【学務課長説明要旨】 

・平成２２年度新入生については，今後，予定されている教育研究振興基金（仮称）の

創設も視野に入れ，学生支援事業，教育・研究支援事業，地域貢献事業など継続的な教

育研究活動に活用する経費を学生１人あたり２万円として，新入生の保護者に対して依

頼する「小樽商科大学創立百周年記念募金」の額を１口２万円とすることを承認願いた

い。 

・また，新入生の保護者に対する募金の依頼方法については，生協理事長名による「諸

会費等の一括納入について（お願い）」（審議資料３）の文書において，諸会費の依頼

を行っている学生自治会，緑丘会，生協の３団体に新たに創立百周年記念募金を加える

ことによって，他の諸会費等と併せて一括納入を依頼することを承認願いたい。 

 

引き続き，審議が行われ，原案どおり承認された。 

 

４．その他 

 

（１）創立百周年記念募金の進捗状況等について 

  中村理事から，創立百周年記念募金の進捗状況等について，報告がなされた。 

 

（２）次回の役員会について 

  学長から，次回の役員会については，当初の予定では，１月２５日（月）に開催すること

になっていたが，特段の議題等がないため，非開催とし，次回の役員会は２月２２日（月）

に開催する予定である旨，発言があった。 

  引き続き，役員懇談会が行われた。 

以 上 


